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本資料の内容
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はじめに

① 超過削減枠の創出要件【GX-ETS第１フェーズのルール 再掲】

② 特別創出に関する取扱いについて【GXリーグ規程 再掲及び一部改訂】

③ 特別創出を行う場合の申請手続【GXL-IIMSマニュアル】

よくあるご質問



関連用語 GXリーグ規程 第3条（定義）より引用 解説

超過削減枠
本規程第６章第３節に定める GX リーグ参画企業の排出削減量であり、GX リーグ事務局が
発行する温室効果ガスの量（温室効果ガスが二酸化炭素以外の場合にあっては、地球の温
暖化をもたらす程度から二酸化炭素の量に換算されたものとする。）

通常創出
GX リーグ代表参画企業の第 27 条及び第 28 条に基づく超過削減枠の創出の申込みに対
し GX リーグ事務局が超過削減枠を発行すること

第1フェーズ（2023～2025年度実績）
に対する超過削減枠の創出を指します。

特別創出
GX リーグ代表参画企業の第 29 条から第 32 条に基づく超過削減枠の創出の申込みに対し 
GX リーグ事務局が超過削減枠を発行すること

2023年度または2023-2024年度に対し
て超過削減枠の創出が可能です（今回の
ご案内対象は2023年度における特別創
出）。

超過削減枠登録簿
超過削減枠の管理のために、本規程及び超過削減枠登録簿規程に従い、GX リーグ事務局
が作成及び運用する電磁的台帳

超過削減枠法人保有口座
超過削減枠登録簿上に開設された GX リーグ参画企業が超過削減枠を保有及び取引をする
ための口座

特別創出を希望する企業は口座開設が
必須です。特別創出が認められた場合、
超過削減枠が当該口座に記録されます。

はじめに：資料の目的
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本資料の目的

⚫ 本資料は、GXリーグ規程 第29条（2023年度における特別創出）に基づき、2023年度排出実績から特別創出申込みを行う企業を対象に、必要な手続をご
案内することを目的としています。

➢ 超過削減枠の創出を行うためには、各種要件を満たす必要があります。詳しくは、GXリーグ公式Webサイトにて掲載の”GXリーグ規程”及び”GX-ETSにおけ
る第1フェーズのルール”をご参照ください。

➢ Group X企業は、超過削減枠の創出を行うことはできません。ただし、Group G企業が創出した超過削減枠の売買及び、自主目標の達成のための無効化
は可能です。

➢ 超過削減枠の創出にあたっては「超過削減枠法人保有口座」 の開設が必須となります。口座開設申請に関する詳細は、以下手引きをご参照ください。

GX-ETS 超過削減枠法人保有口座 開設手続申請の手引き (gx-league.go.jp)

➢ 東京証券取引所「カーボン・クレジット市場」において、超過削減枠の取引を行うためには、GXリーグでの口座開設とは別途、東京証券取引所において、「①
カーボン・クレジット市場参加者への登録」及び「②売買の対象として超過削減枠を指定」の手続が必要となります。詳細は東京証券取引所カーボン・クレジッ
ト市場Webサイトもご参照ください。

関連用語の解説

参考）関連資料 GXリーグ規程
GX-ETSにおける第1フェーズのルール

https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/%E3%80%90GXL%E3%80%91%E8%B6%85%E9%81%8E%E5%89%8A%E6%B8%9B%E6%9E%A0%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E9%96%8B%E8%A8%AD%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D0930%E4%BB%A5%E9%99%8D.pdf
https://www.jpx.co.jp/equities/carbon-credit/participants/index.html
https://www.jpx.co.jp/equities/carbon-credit/participants/index.html
https://gx-league.go.jp/rules/
https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/GX-ETS%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%AC%AC1%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf


GX-ETSにおける第1フェーズのルール 超過削減枠の創出 要件総論
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参考）関連資料
GX-ETSにおける第1フェーズのルール

⚫ 超過削減枠の創出（特別創出）にあたっては、2023年度排出量実績において①直接排出要件②総量排出要件の充足が必須となります。詳細及
びその他の事項については、GXリーグ規程及びGX-ETSにおける第1フェーズのルールをご確認ください。

⚫ Group G企業において必須となっている第三者検証についても、実績報告期限までに保証報告書の提出が必要となります。なお、保証水準について
は、2023年度の特別創出に限り、限定的保証でも可能です※。

※GXリーグ規程 第29条（2023年度における特別創出）に基づき、2024 年度及び 2025 年度における排出量実績について、GXリーグ規程 第23条に定める合
理的保証水準の検証を受けることを誓約頂くことが必要となります。

①超過削減枠の創出要件【GX-ETS第１フェーズのルール 再掲】

https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/GX-ETS%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%AC%AC1%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf


GX-ETSにおける第1フェーズのルール 特別創出のスケジュール
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参考）関連資料
GX-ETSにおける第1フェーズのルール

⚫ 検証を受けた排出量実績を提出後、2024年度11月1日～2024年度12月27日の約2か月間において、特別創出の申込みを受け付けています
（算定期間を年度としている企業）。

⚫ 算定期間を年度以外の期間としている企業においては、排出量実績報告提出期限（算定期間終了後7カ月を経過するまで）後の2か月間を超過
削減枠特別創出期間とします。

①超過削減枠の創出要件【GX-ETS第１フェーズのルール 再掲】

https://gx-league.go.jp/aboutgxleague/document/GX-ETS%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%AC%AC1%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf


第 29 条（2023 年度における特別創出） 

１ 2023 年度から GX リーグに参画した Group G 企業は、2023 年度終了後、以下に掲げる全ての事項に該当する場合、2023 年度終了日の翌日から９か月
を経過する日までに GX リーグ事務局に対し、2023 年度から 2025 年度までの直接排出にかかる目標排出量の総計の 2023 年度及び 2024 年度の内訳並
びに直近排出量を GX リーグ事務局へ報告し、超過削減枠の特別創出の申込み（以下、「特別創出申込み」という。）をすることができる。

① 2023 年度の直接排出量が 2023 年度の NDC 相当排出量より少量であること

② 2023 年度の直接排出量と間接排出量の和が直接排出及び間接排出の直近排出量の和より少量であること

③ 2024 年度及び 2025 年度における排出量実績について、第 23 条に定める合理的保証水準の検証を受けることを誓約したこと

２ 2023 年度から GX リーグに参画した Group G 企業のうち、直接排出にかかる直近排出量が 2023年度の NDC 相当排出量と同量又は少量である場合、本
条第１項第１号の「2023 年度の NDC 相当排出量」は、「直接排出にかかる直近排出量を３倍した量と同量又は少量である 2023 年度から 2025年度まで
の直接排出量の目標排出量の総計における 2023 年度の目標排出量」と読み替える。

３ GX リーグ事務局は、本条第１項第３号に定める、2024 年度又は 2025 年度の排出量実績について合理的保証水準の検証を受けないことが明らかになったと
き、当該 Group G 企業が保有する特別創出した超過削減枠の取り消しを行う。

４ 前項の場合、当該 Group G 企業の保有する超過削減枠が取り消すべき量に満たない場合、当該Group G 企業は、超過削減枠を取得しなければならない。

第 30 条（2023 年度における特別創出量）

 １前条による特別創出申込みがあった場合、GX リーグ事務局は、当該 Group G 企業が、前条第１項に定める事項に該当すると認めるとき、以下の算定式により
算定された量の超過削減枠を当該 Group G 企業の保有する超過削減枠登録簿上の超過削減枠法人保有口座へ発行する。

２ Group G 企業のうち、前条第２項に定める場合、前項の算定式は以下の算定式に読み替える。

GXリーグ規程 特別創出に関する規程【再掲】
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②特別創出に関する取扱いについて【GXリーグ規程 再掲＆一部改訂】

（算定式） 
2023 年度の NDC 相当排出量－2023 年度の直接排出量

（算定式） 
2023 年度の直接排出にかかる目標排出量－2023 年度の直接排出量



第 27 条（通常創出） 

１ 2023 年度から GX リーグへ参画した Group G 企業は、2025 年度終了日の翌日から第 25 条に定める日までに、以下に掲げる全ての事項に該当する場合、
GX リーグ事務局に対し、超過削減枠の創出の申込み（以下、「創出申込み」という。）をすることができる。

① 第 13 条第 3 項第 1 号に定める直接排出量の 2023 年度から 2025 年度までの総計が 2023 年度から 2025 年度までの NDC 相当排出量の総
計より少量であること

② 第 13 条第 3 項第 1 号に定める直接排出量の 2023 年度から 2025 年度までの総計と第 13 条第 3項第２号に定める間接排出量の 2023 年度
から 2025 年度までの総計の和が直接排出及び間接排出の直近排出量の総計を３倍した量より少量であること

③ 2024 年度及び 2025 年度における排出量の実績について、第 23 条に定める合理的保証水準の検証を受けていること

２ 2024 年度から GX リーグへ参画した Group G 企業は、2025 年度終了日の翌日から第 25 条に定める日までに、以下に掲げる全ての事項に該当する場合、
GX リーグ事務局に対し、創出申込みをすることができる。

① 第 13 条第 3 項第 1 号に定める直接排出量の 2024 年度及び 2025 年度の総計が 2024 年度及び2025 年度の NDC 相当排出量の総計より少
量であること

② 第 13 条第 3 項第 1 号に定める直接排出量の 2024 年度及び 2025 年度の総計と第 13 条第 3 項第２号に定める間接排出量の 2024 年度及
び 2025 年度の総計の和が直接排出及び間接排出の直近排出量の総計を 2 倍した量より少量であること

③ 2024 年度及び 2025 年度における排出量の実績について、第 23 条に定める合理的保証水準の検証を受けていること

３ 2023 年度から GX リーグへ参画した Group G 企業のうち、直接排出にかかる直近排出量が 2023年度の NDC 相当排出量と同量又は少量である場合、本
条第１項第１号の「2023 年度から 2025 年度までの NDC 相当排出量の総計」は、「直接排出にかかる直近排出量を３倍した量と同量又は少量である 
2023 年度から 2025 年度までの直接排出量の目標排出量の総計」と読み替える。

４ 2024 年度から GX リーグへ参画した Group G 企業のうち、直接排出にかかる直近排出量が 2024年度の NDC 相当排出量と同量又は少量である場合、本
条第２項第１号の「2024 年度及び 2025 年度の NDC 相当排出量の総計」は、「直接排出にかかる直近排出量を 2 倍した量と同量又は少量である2024 
年度及び 2025 年度の直接排出量の目標排出量の総計」と読み替える。

５ 創出申込みを行う場合、Group G 企業は、基準年度排出量等算定・報告ガイドラインに則り直近排出量を GX リーグ事務局に報告しなければならない。

６ 第29条又は第31条に基づき、特別創出を受けたGroup G企業は、創出申し込みを行わなければならない。ただし、特別創出を受けたGroup G企業が第25条に
定める日までに、創出申込みを行っていないとき、通常創出を行ったものとみなす。

7 GXリーグ事務局は、特別創出を受けたGroup G企業で、第１項又は第２項の各号いずれかの事項に該当しない場合、第28条第１項及び同条第２項の算定
式より超過削減枠の量を算定し、当該量から特別創出した超過削減枠の量を控除した量が0未満となる場合、当該Group G企業が保有する超過削減枠を当該
量が0に満つるまで取消しを行う。

8 前項の場合、当該Group G企業の保有する超過削減枠が取り消すべき量に満たない場合、当該Group G企業は、超過削減枠を取得しなければならない。

GXリーグ規程 特別創出に関する規程【一部改訂】
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②特別創出に関する取扱いについて【GXリーグ規程 再掲＆一部改訂】

特別創出後、第１フェーズ総計の実績値に基づいた超過削減枠の調整（追加的な創出又は取り消し）を行う観点から、特別創出を行った場合の通常
創出の取り扱いについて明確化する目的で、GXリーグ規程第27条を改訂（第６項~第８項の追加）を行います（11月11日付の改定）。



③特別創出を行う場合の申請手続【GXL-IIMSマニュアル】

特別創出手続の方法
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⚫ 手続は、GXL-IIMS上で行います。詳細は、利用マニュアルをご参照ください。

以下の2点の申請が必要です。

➢ 2.12.1. 直近排出量の報告

➢ 2.12.2. 超過削減枠の創出

Step1 直近排出量の報告 Step2 超過削減枠の創出

利用マニュアルへのリンク 利用マニュアルへのリンク

https://ets-information.gx-league.go.jp/manual/company/chap2/chap2-12/chap2-12-1.html
https://ets-information.gx-league.go.jp/manual/company/chap2/chap2-12/chap2-12-2.html


口座開設申請の手引き
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【参考】 超過削減枠法人保有口座の開設申請手続

◼ 超過削減枠法人保有口座の開設を希望する代表参画企業は、以下要領にて口座開設申請 及び 添付資料の提出をお願いします。

申請方法・提出物等

申請者

 超過削減枠法人保有口座の開設を希望するGXリーグ代表参画企業

※代表参画企業のみが超過削減枠法人保有口座の名義人となることができます

※複数口座の開設はできません

※申請時点でデータ未登録の企業は開設申請を行うことはできません

申請

方法

・

提出

資料

① Webフォームにて、法人保有口座の開設申請を行う

⚫ 以下のURLより、法人保有口座の開設を希望する代表参画企業及びご

担当者様に関する情報を入力・送信ください

https://questant.jp/q/IYCEAGJ5

② メールにて以下の資料を提出（PDF形式）

⚫ 「超過削減枠登録簿規程」の遵守に係る同意書

（代表者の記名押印済みのものをPDF化ください）

⚫ 履歴事項全部証明書

（発行日から3ヶ月以内、かつ最新情報が記載されているもの）

【提出先】 gx-league_2021_qa@nri.co.jp

【件 名】 超過削減枠口座開設資料提出_企業名

※添付資料名は以下のとおり設定してください。

・ 口座開設_遵守同意書_(代表参画企業名)

・ 口座開設_登記簿_(代表参画企業名) 

※事務局のメール受信容量の関係上、添付資料は4MB以内でお願いします。

容量を超過する場合、分割送信や白黒での資料スキャンでも結構です。

その他

 提出資料等に関し、個別のご質問・ご相談がある場合は事務局までお問合

せください。

【宛先】 gx-league_2021_qa@nri.co.jp

【件名】 超過削減枠口座開設に関する問合せ_企業名

申請提出後の流れ

• Webフォーム での「口座開設申請」を受領後、事務局

において、メールにて添付資料が提出されていることを確

認します

• 申請後、一定期間内に添付資料の提出が確認でき

ない場合、事務局より個別に確認のご連絡をさせてい

ただく場合があります

• 申請内容や提出資料に不備等がないことが確認できた

場合、事務局より、Webフォームに入力いただいたご担

当者様宛てに口座開設通知をメールにてお送りします

• 口座開設申請・資料提出の完了後、不備がない場

合は1~2週間程度で開設通知をお送りします

• 本メールが超過削減枠法人保有口座開設の証跡とな

りますので、大切に保管いただきますようお願いします

申請受領・

確認

口座開設

通知

• 事務局にて申請事項及び資料の確認を行います

• 提出資料の不備等がある場合には、個別にご連絡を

いたします

申請内容の

確認

その他

 口座開設は必須でなく、各社様のご判断（任意）となります。

 超過削減枠の創出可否・見込みに限らず、またGroup G、Xを問わず開

設いただけます。

https://questant.jp/q/IYCEAGJ5
mailto:gx-league_2021_qa@nri.co.jp
mailto:gx-league_2021_qa@nri.co.jp
https://questant.jp/q/IYCEAGJ5
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Q A

超過削減枠の特別創出とはなんですか？ 第1フェーズ（2023年度～2025年度）の排出量を報告後、当該3カ年分の
超過削減枠の創出を行うことを通常創出と呼んでいますが、これに先行して超過
削減枠の創出を行うことを特別創出と呼んでいます。
2024年度中においては、2023年度排出実績に基づく超過削減枠の創出が特
別創出の対象となります。

通常創出と特別創出で、創出の要件に違いはありますか？ ①直接排出要件②総量排出要件は、いずれの創出においても充足が必須とな
ります。
第三者検証の保証水準においては、2023年度実績のみ限定的保証も認めら
れますが、2024,2025年度実績については合理的保証水準の取得が必須となり
ます。このため、2023年度の特別創出時には、2024，2025年度実績において、
合理的保証の取得を予め誓約頂く必要がございます（GXリーグ規程 第29条）。

特別創出を行わない場合でも、通常創出時に2023年度分を対象として創出
申請をする等、総出量の部分指定は可能ですか？

可能です。

2023年度排出量実績を基に、特別創出を行いました。その後、第1フェーズ3
年間の実績を基に通常創出を行う場合、通常創出の量はどのように扱われます
か？

通常創出時、第1フェーズ中の創出可能な量から既に特別創出した超過削減
枠を控除した量を発行します。ただし、創出可能な量から特別創出した超過削減
枠の量を控除した量が 0 未満となる場合、GX リーグ事務局は、当該Group G 
企業が保有する超過削減枠を当該量が０に満つるまで取り消しを行います（GX
リーグ規程 28条）。

2023年度排出量実績を基に、特別創出を行いました。その後、第1フェーズ3
年間の削減状況が芳しくなく、通常創出できる量よりも既に特別創出した量が上
回っているため、保有する超過削減枠について取消しの対象になりますが、既に売
却しているため自社口座に超過削減枠を所有していません。この際の取消しは、ど
のように行われますか？

当該事象が発生したGroup G企業の保有する超過削減枠が取り消すべき量に
満たない場合、当該Group G企業は、超過削減枠を新たに取得頂く必要がござ
います（GXリーグ規程 28条）。

2023年度実績に基づく特別創出を2024年度中に行わない場合、今後
2023年度分の超過削減枠は創出できなくなるのでしょうか？

2024年度中に特別創出を行わない場合においても、2025年度中に2023－
2024年度実績を対象とした特別創出を行うことも可能です。また、通常創出時に
は2023－2025年度実績の3年間を対象として超過削減枠の創出を行うことが
可能です。
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Q A

一度購入した超過削減枠を、再び売却することは可能ですか？ 可能です。

超過削減枠の売買は、Group G企業に限定されますか？ Group X企業においても、売買への参加は可能です。超過削減枠の創
出を行うことはGroup G企業に限定されます。
Group X及びG企業に共通し、売買を行うためにはGXリーグ事務局が管
理する「超過削減枠法人保有口座」の開設が必要です。

超過削減枠はGX-ETSの目標達成（直接排出）にて用いることができ
ると思いますが、他のイニシアチブ（CDP,SBT等）においても報告はできま
すか？

超過削減枠がGXリーグ以外の他イニシアチブにおいて報告可能となってい
るかについては、当該イニシアチブにご確認ください。GXリーグ事務局では、
超過削減枠についてはGX-ETSの目標達成にのみ使用できるものと位置
付けています。

超過削減枠の売買はどのように行えばいいですか？ 相対取引及び取引所取引の双方で取引が可能です。取引所取引をご
利用する場合は、別途東京証券取引所のカーボンクレジット市場への登録
が必要となります。詳しくは、東京証券取引所までお問い合わせください。

超過削減枠の参考価格を教えて頂きたい。 超過削減枠の価格は、売手‐買手間で決定されるものであり、GXリーグ
事務局として参考価格等の価格の提示は行っておりません。

2024年度実績において提出期限内に限定的保証を取得し、その後
2025年実績の提出期限までに2024年度、2025年度の2か年分の合理
的保証の取得を行いました。この場合、通常創出は可能ですか？

創出要件を充足したものとして取り扱います。
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